
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
関
税
定
率
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
○
四
一
○
・
九
○
号
中

二

そ
の
他
の
も
の

「

二

プ
ロ
ポ
リ
ス
原
塊

二
・
五
％

一
五
％

を

に
改
め

」

三

そ
の
他
の
も
の

一
五
％

」

る
。

「

一

建
具
及
び
床
柱

別
表
第
四
四
一
八
・
九
一
号
中

二

そ
の
他
の
も
の

「

一

セ
ル
ラ
ー
バ
ン
ブ
ー
パ
ネ
ル

一
○
％

無
税

二

そ
の
他
の
も
の

を

に
改

三
・
九
％

㈠

建
具
及
び
床
柱

無
税

」

㈡

そ
の
他
の
も
の

三
・
九
％

」



め
る
。

別
表
の
付
表
第
一
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

加
熱
式
た
ば
こ
そ
の
他
の
非
燃
焼
吸
引
用
の

物
品⑴

葉
た
ば
こ
（
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和

一
本
に
つ
き
一
五
円

第
二
四
○
四
・
一
一
号
の
二

五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二

条
第
二
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
葉

た
ば
こ
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
原
料
の
全
部
又
は

一
部
と
し
た
も
の
を
含
有
す
る
も
の

（
紙
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
材
料
の

も
の
で
巻
い
た
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
「
葉
た
ば
こ
ス



テ
ィ
ッ
ク
」
と
い
う
。
）

⑵

葉
た
ば
こ
を
原
料
の
全
部
又
は
一
部

葉
た
ば
こ
カ
プ
セ
ル

第
二
四
○
四
・
一
一
号
の
二

と
し
た
も
の
を
カ
プ
セ
ル
入
り
に
し

一
個
及
び
こ
れ
に
相

た
も
の
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

当
す
る
と
認
め
ら
れ

「
葉
た
ば
こ
カ
プ
セ
ル
」
と
い

る
量
の
充
塡
グ
リ
セ

う
。
）
及
び
た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五

リ
ン
等
に
つ
き
五
○

十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
八
条

円

第
二
項
（
製
造
た
ば
こ
と
み
な
す
場

合
）
に
規
定
す
る
加
熱
式
た
ば
こ
の

喫
煙
用
具
で
あ
つ
て
加
熱
に
よ
り
蒸

気
と
な
る
グ
リ
セ
リ
ン
そ
の
他
の
物

品
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
物
が
充
塡
さ

れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て



「
充
塡
グ
リ
セ
リ
ン
等
」
と
い

う
。
）
を
セ
ッ
ト
に
し
て
小
売
用
の

包
装
に
し
た
も
の

⑶

充
塡
グ
リ
セ
リ
ン
等
を
小
売
用
の
包

一
個
に
つ
き
五
○
円

第
二
四
○
四
・
一
九
号
の
二

装
に
し
た
も
の
（
葉
た
ば
こ
ス

テ
ィ
ッ
ク
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
も

の
に
限
る
。
）

（
関
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
該
当
す

る
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
次
条
第
五
項
」
を
「
次
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
三
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
該
当
す
る
」
を
加
え
、
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、

「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
「
金
額
）
」
を
「
金
額
。
次
項
に
お
い
て
「
加
算
後



累
積
納
付
税
額
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
と
き
は
、
同
項
」
を
「
と
き
は
、
前
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
加
算
後
累
積
納
付
税
額
（
当
該
加
算
後
累
積
納
付
税
額
の
計
算
の
基
礎

と
な
つ
た
事
実
の
う
ち
に
同
項
各
号
に
規
定
す
る
申
告
、
決
定
又
は
更
正
前
の
税
額
の
計
算
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
な
か
つ

た
こ
と
に
つ
い
て
当
該
納
税
義
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実

に
基
づ
く
税
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
税
額
）
が
三
百
万
円
を
超
え
る
と
き

は
、
同
項
の
無
申
告
加
算
税
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
加
算
後
累
積
納
付
税
額
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る

税
額
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
税
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
（
期
限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
又
は
第
一
項
第
二
号
の

修
正
申
告
が
、
そ
の
申
告
に
係
る
関
税
に
つ
い
て
の
調
査
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
関
税
に
つ
い
て
更
正
決
定
が
あ
る

べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
割
合
か
ら
百
分
の
五
を
減
じ
た
割
合
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
か
ら
累
積
納
付
税
額
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
税
額
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
税
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

一

五
十
万
円
以
下
の
部
分
に
相
当
す
る
税
額

百
分
の
十
五
の
割
合



二

五
十
万
円
を
超
え
三
百
万
円
以
下
の
部
分
に
相
当
す
る
税
額

百
分
の
二
十
の
割
合

三

三
百
万
円
を
超
え
る
部
分
に
相
当
す
る
税
額

百
分
の
三
十
の
割
合

第
十
二
条
の
三
第
八
項
中
「
第
二
項
に
」
を
「
第
二
項
及
び
第
三
項
に
」
に
、
「
、
第
四
項
」
を
「
、
第
五
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中

「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同

条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
無
申
告
加
算
税

の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
、
第
一
項
に
規
定
す
る
納
付
す
べ

き
税
額
に
百
分
の
十
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

一

そ
の
期
限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
若
し
く
は
第
一
項
第
二
号
の
修
正
申
告
（
そ
の
申
告
に
係
る
関
税
に
つ
い
て
の
調

査
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
関
税
に
つ
い
て
更
正
決
定
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又

は
更
正
決
定
が
あ
つ
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
前
の
日
ま
で
の
間
に
、
関
税
に
つ
い
て
、
無
申
告
加
算
税
（
期

限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
又
は
同
号
の
修
正
申
告
が
、
そ
の
申
告
に
係
る
関
税
に
つ
い
て
の
調
査
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ



り
当
該
関
税
に
つ
い
て
更
正
決
定
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
に
お
い
て
課
さ
れ
た
も
の

を
除
く
。
）
又
は
重
加
算
税
（
次
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
無
申
告
加
算
税
等
」
と
い
う
。
）
を
課
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
と
き
。

二

そ
の
期
限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
若
し
く
は
第
一
項
第
二
号
の
修
正
申
告
（
そ
の
申
告
に
係
る
関
税
に
つ
い
て
の
調

査
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
関
税
に
つ
い
て
更
正
決
定
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
申
告
に
係
る
関
税
に
つ
い
て
の
調
査
通
知
が
あ
る
前
に
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
更
正
決
定
に

係
る
関
税
に
係
る
貨
物
の
輸
入
の
日
（
特
例
申
告
貨
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
輸
入
の
許
可
の
日
）
の
属
す
る
年
の
前
年

及
び
前
々
年
に
輸
入
さ
れ
た
貨
物
（
特
例
申
告
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
輸
入
が
許
可
さ
れ
た
貨
物
）
に
係
る
関
税
に
つ

い
て
、
無
申
告
加
算
税
（
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
次
条
第
二
項
の
重
加
算
税
（
以

下
こ
の
号
及
び
同
条
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
無
申
告
加
算
税
等
」
と
い
う
。
）
を
課
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、

又
は
特
定
無
申
告
加
算
税
等
に
係
る
賦
課
決
定
を
す
べ
き
と
認
め
る
と
き
。

第
十
二
条
の
四
第
二
項
中
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場



合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
重
加
算
税
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
、
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
と
な
る
べ
き
税
額
に
百
分

の
十
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

一

第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
税
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
実
で
隠
蔽
し
、
又
は
仮
装
さ
れ
た
も
の
に
基

づ
き
期
限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
若
し
く
は
修
正
申
告
又
は
更
正
決
定
が
あ
つ
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
前
の

日
ま
で
の
間
に
、
関
税
に
つ
い
て
、
無
申
告
加
算
税
等
を
課
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
。

二

そ
の
期
限
後
特
例
申
告
書
の
提
出
若
し
く
は
前
条
第
一
項
第
二
号
の
修
正
申
告
又
は
更
正
決
定
に
係
る
関
税
に
係
る

貨
物
の
輸
入
の
日
（
特
例
申
告
貨
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
輸
入
の
許
可
の
日
）
の
属
す
る
年
の
前
年
及
び
前
々
年
に
輸

入
さ
れ
た
貨
物
（
特
例
申
告
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
輸
入
が
許
可
さ
れ
た
貨
物
）
に
係
る
関
税
に
つ
い
て
、
特
定
無
申

告
加
算
税
等
を
課
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
又
は
特
定
無
申
告
加
算
税
等
に
係
る
賦
課
決
定
を
す
べ
き
と
認
め
る
と
き
。

第
十
四
条
第
三
項
中
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
第
百
八
条
の
二
及
び
第

百
八
条
の
三
」
を
「
第
百
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
八
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
第
一
項
中
「
こ
の
項
及
び
第
三
項
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
旨
」
を
「
当
該
税
関



事
務
管
理
人
の
住
所
又
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
及
び
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他

の
必
要
な
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と

し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
申
告
者
等
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
税
関
事
務
管
理
人
の
届
出
を
し
な
か
つ
た
と
き

は
、
同
項
の
税
関
関
係
手
続
に
係
る
税
関
長
は
、
当
該
申
告
者
等
に
対
し
、
税
関
関
係
手
続
等
の
う
ち
税
関
事
務
管
理
人

に
処
理
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て

「
特
定
事
項
」
と
い
う
。
）
を
明
示
し
て
、
六
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
準
備
に
通
常
要
す
る
日
数
を
勘

案
し
て
指
定
す
る
日
（
第
五
項
に
お
い
て
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
税
関
事
務
管
理
人
の

届
出
を
す
べ
き
こ
と
を
書
面
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
申
告
者
等
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
税
関
事
務
管
理
人
の
届
出
を
し
な
か
つ
た
と

き
は
、
同
項
の
税
関
関
係
手
続
に
係
る
税
関
長
は
、
本
邦
に
住
所
又
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事

務
所
）
を
有
す
る
者
で
特
定
事
項
の
処
理
に
つ
き
便
宜
を
有
す
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
国
内
便
宜
者
」
と
い
う
。
）

に
対
し
、
当
該
申
告
者
等
の
税
関
事
務
管
理
人
と
な
る
こ
と
を
書
面
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



５

第
三
項
の
税
関
長
は
、
同
項
の
申
告
者
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
特
定
申
告
者
等
」
と
い
う
。
）
が

指
定
日
ま
で
に
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
税
関
事
務
管
理
人
の
届
出
を
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
税
関
事

務
管
理
人
と
な
る
こ
と
を
求
め
た
国
内
便
宜
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
を
、
特
定
事
項
を
処
理
さ
せ
る
税
関
事
務
管
理
人

（
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
特
定
税
関
事
務
管
理
人
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
特
定
申
告
者
等
に
係
る
関
税
の
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
実
又
は
当
該
特
定
申
告
者
等
に
係
る
税

関
関
係
手
続
等
若
し
く
は
貨
物
に
つ
い
て
当
該
特
定
申
告
者
等
と
の
間
の
契
約
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
取
引
そ
の
他
の
取
引
を
当
該
特

定
申
告
者
等
が
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
場
を
提
供
す
る
事
業
者

三

当
該
特
定
申
告
者
等
と
の
間
に
い
ず
れ
か
一
方
の
者
が
他
方
の
者
の
事
業
に
係
る
議
決
権
を
伴
う
社
外
株
式
の
総
数

の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
社
外
株
式
を
直
接
又
は
間
接
に
所
有
し
、
管
理
し
、
又
は
所
持
す
る
関
係
そ
の
他
の
政
令

で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者

６

前
項
の
税
関
長
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
税
関
事
務
管
理
人
を
指
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
税
関
事
務

管
理
人
に
特
定
事
項
を
処
理
さ
せ
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
税
関
事
務
管
理
人
の
指
定



を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

７

前
二
項
の
税
関
長
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
税
関
事
務
管
理
人
を
指
定
し
た
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
税
関
事
務
管
理
人
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
特
定
税
関
事
務
管
理
人
又
は
特
定
税
関
事
務
管
理
人
で
あ
つ
た
者

及
び
特
定
申
告
者
等
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
八
項
、
第
七
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
令
和
四
年
度
」

を
「
令
和
五
年
度
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
一
八
○
六
・
一
○
号
中
「
二
三
・
一
％
」
を
「
二
一
・
七
％
」
に
改
め
、
同
表
第
一
八
○
六
・
二
○
号
中

「
二
三
％
」
を
「
二
一
・
九
％
」
に
改
め
る
。



別
表
第
一
第
一
九
○
一
・
九
○
号
中
「
二
四
・
四
％
」
を
「
二
三
・
四
％
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
二
一
○
一
・
一
一
号
中
「
一
二
・
一
％
」
を
「
九
・
七
％
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
二
一
○
六
・
一
○
号
中
「
一
一
・
五
％
」
を
「
九
・
六
％
」
に
改
め
、
同
表
第
二
一
○
六
・
九
○
号
中
「
二

四
・
四
％
」
を
「
二
三
・
四
％
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
、
別
表
第
一
の
三
の
二
、
別
表
第
一
の
六
及
び
別
表
第
一
の
八
中
「
令
和
五
年
三
月
三
一
日
」
を
「
令
和

六
年
三
月
三
一
日
」
に
改
め
る
。

「

別
表
第
二
第
○
四
一
○
・
九
○
号
中

二

そ
の
他
の
も
の

「

二

プ
ロ
ポ
リ
ス
原
塊

無
税

四
・
五
％

を

に

」

三

そ
の
他
の
も
の

四
・
五
％

」

改
め
る
。

別
表
第
三
の
一
四
の
項
中
「
第
四
四
一
八
・
八
九
号
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
四
四
一
八
・
九
一
号
の
一
」
を
加
え
、
「
第

四
四
一
八
・
九
一
号
の
二
」
を
「
第
四
四
一
八
・
九
一
号
の
二
の
㈡
」
に
改
め
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
中
関
税
法
第
九
十
五
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定

令
和
五
年
十
月
一
日

二

第
二
条
中
関
税
法
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
二
条
の
四
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
十
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次

条
第
一
項
の
規
定

令
和
六
年
一
月
一
日

（
関
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
関
税
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
関
税
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
三
及

び
第
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
以
後
に
関
税
法
第
十
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
が

到
来
す
る
関
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
当
該
法
定
納
期
限
が
到
来
し
た
関
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
日
前
に
当
該
法
定
納
期
限
が
到
来
し
た
関
税
に
係
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
関
税

法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
関
税
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
無
申
告
加
算
税
（
同
条
第
五
項
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
旧
関
税
法
第
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
重
加
算
税
は
、
新
関
税
法
第



十
二
条
の
三
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
無
申
告
加
算
税
等
と
み
な
す
。

２

新
関
税
法
第
九
十
五
条
第
八
項
の
規
定
は
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
税
関
事
務
管
理
人
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年

十
月
一
日
以
後
に
そ
の
者
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
税
関
事
務
管
理
人
と
し
て
処
理
し
た
同
項
に
規
定
す
る
税
関
関
係
手

続
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
者
等
が
保
存
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
同
条
第
八
項
の
帳
簿
及
び
書
類
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
の
二
中
「
た
め
国
税
通
則
法
」
を
「
た
め
の
国
税
通
則
法
」
に
、
「
「
納
税
管
理
人
」
を
「
「
引
取
納
税
管



理
人
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
税
関
事
務
管
理
人
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
税
関
事
務
管
理
人
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
、
「
当
該
」
を
削
り
、
「
を
保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
に
係
る
内
国
消
費
税
に
関
す
る
事
項
を
処
理
さ
せ

る
た
め
の
納
税
管
理
人
」
を
「
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者
を
引
取
納
税
管
理
人
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

引
取
納
税
管
理
人
及
び
税
関
事
務
管
理
人
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
、
税
関
長
に
対
し
て
国
税
通
則
法
第
百
十

七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
納
税
管
理
人
の
届
出
及
び
関
税
法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
税
関
事
務
管
理

人
の
届
出
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
税
関
長
は
、
こ
れ
ら
の
届
出
を
し
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
同
条
第
三
項
の
求

め
に
併
せ
て
、
内
国
消
費
税
に
関
す
る
特
定
事
項
（
保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
に
係
る
内
国
消
費
税
に
関
す
る
事
項
の
う

ち
引
取
納
税
管
理
人
に
処
理
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
明
示
し
て
、
当
該
求
め
に
係
る
同
条
第
三
項
の
指
定
日
ま
で
に
、
引
取
納
税
管
理
人
の
届
出
を
す

べ
き
こ
と
を
書
面
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
同
条
第
四
項
の
国
内
便
宜
者
に
対
し
、
同
項
の
求
め
に
併
せ
て
引
取

納
税
管
理
人
と
な
る
こ
と
を
書
面
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

関
税
法
第
九
十
五
条
第
三
項
の
求
め
に
併
せ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
納
税
管
理
人
の
届
出
を
す
べ
き
こ
と
の
求
め

を
し
た
税
関
長
は
、
こ
れ
ら
の
求
め
を
受
け
た
者
が
同
項
の
指
定
日
ま
で
に
当
該
税
関
長
に
対
し
同
条
第
二
項
の
規
定
に



よ
る
税
関
事
務
管
理
人
の
届
出
及
び
国
税
通
則
法
第
百
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
納
税
管
理
人
の
届
出
を
し
な

か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
関
税
法
第
九
十
五
条
第
四
項
の
求
め
と
併
せ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
納
税
管
理
人
と
な
る

こ
と
の
求
め
を
受
け
た
者
を
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
特
定
税
関
事
務
管
理
人
と
し
て
指
定
す
る
と

き
は
、
当
該
特
定
税
関
事
務
管
理
人
を
、
内
国
消
費
税
に
関
す
る
特
定
事
項
を
処
理
さ
せ
る
引
取
納
税
管
理
人
（
次
項
に

お
い
て
「
特
定
引
取
納
税
管
理
人
」
と
い
う
。
）
と
し
て
併
せ
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

国
税
通
則
法
第
百
十
七
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
が
特
定
引
取
納
税
管
理
人
を

指
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
七
項
中
「
特
定
納
税
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
輸
入

品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
（
保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
に
係
る
納
税

管
理
人
）
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
引
取
納
税
管
理
人
の
届
出
を
す
べ
き
こ
と
の
求
め
を
受
け
た
者
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。




